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は
じ
め
に

金
融
庁
は
、
２
０
２
０
年
12
月
11

日
、「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、「
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」と
い
う
）の
一
部
改
正（
案
）

を
公
表
の
う
え
、
意
見
募
集
手
続
に

付
し
（
意
見
募
集
の
締
切
日
は
、
２

０
２
１
年
1
月
22
日
）、
そ
の
後
、

同
年
２
月
19
日
、
意
見
募
集
の
結
果

（「
コ
メ
ン
ト
の
概
要
及
び
コ
メ
ン
ト

に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
」。
以

下
、「
パ
ブ
コ
メ
回
答
」
と
し
、
そ

の
番
号
を
示
す
）
を
公
表
し
、
改
正

さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、「
改

正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
適

用
が
開
始
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
金
融

庁
は
、
２
０
２
１
年
３
月
26
日
、
改

正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
す
る
関
係
者

の
理
解
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資

金
供
与
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す

る
よ
く
あ
る
ご
質
問（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」（
以

下
、「
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
と
い
う
）
を
公
表

し
た
。

２
０
１
９
年
秋
に
、マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供
与

対
策
（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ

資
金
供
与
対
策
」
と
い
う
）
に
お
け

る
国
際
協
調
を
推
進
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

に
よ
る
「
第
四
次
対
日
相
互
審
査
」

が
行
わ
れ
、
同
審
査
結
果
は
２
０
２

１
年
８
月
頃
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

金
融
庁
お
よ
び
各
金
融
機
関
は
同
結

果
を
踏
ま
え
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
プ

ロ
セ
ス
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
、
不
断
の

対
応
、
高
度
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
が
、
そ
の
際
、
金
融
機
関
に

お
い
て
は
、
改
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

内
容
を
踏
ま
え
た
対
応
が
で
き
て
い

る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
改
正
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
概
要
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ａ

Ｑ
の
内
容
も
踏
ま
え
つ
つ
解
説
を
行

う
。な

お
、
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
に
つ
い
て
は
筆
者
ら
の
個
人
的
見

解
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
筆
者
ら
が

現
在
所
属
す
る
法
人
お
よ
び
過
去
に

所
属
し
た
組
織
・
団
体
の
意
見
・
見

解
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一   

改
正
ガ
イ
ド
ラ

　   

イ
ン
の
概
要

改
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
主

な
改
正
内
容
と
し
て
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

●
全
般

・
経
営
陣
の
役
割
に
関
す
る
も
の

（「
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
」か
ら「
主

導
的
」「
主
導
性
」
へ
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

へ
の
関
与
、
業
務
負
担
の
分
析
と
Ｉ

Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
活
用
可
能
性
の
検

中
央
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士
　
國
吉 

雅
男

弁
護
士
　
小
宮 

　
俊

「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に

「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

―
Ｆ
Ａ
Ｑ
の
内
容
を
踏
ま
え
た
重
要
ポ
イ
ン
ト
の
解
説
―

―
Ｆ
Ａ
Ｑ
の
内
容
を
踏
ま
え
た
重
要
ポ
イ
ン
ト
の
解
説
―

解　説
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一
　
は
じ
め
に

２
０
２
０
年
12
月
に
は
70
年
ぶ
り

の
大
改
正
と
も
言
わ
れ
る
改
正
漁
業

法
が
施
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、
魚
類

の
陸
上
養
殖
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
つ
い
て
様
々
な
情
報
提
供
が
な

さ
れ
、
海
面
養
殖
に
つ
い
て
も
新
し

い
取
組
み
に
関
す
る
報
道
が
少
し
ず

つ
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
改
正
漁
業
法
は
、
天
然
魚
の
漁

獲
高
お
よ
び
漁
業
従
事
者
の
継
続
的

減
少
に
対
応
す
る
こ
と
を
大
き
な
立

法
目
的
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
養
殖

魚
に
よ
る
漁
獲
量
の
補
填
お
よ
び
養

殖
技
術
の
改
善
に
よ
る
業
務
効
率
化

と
安
全
性
向
上
や
収
益
改
善
に
よ
る

漁
業
従
業
者
の
確
保
は
き
わ
め
て
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
養

殖
漁
業
の
世
界
に
も
設
備
（
網
、
敷

地
、
建
物
、
水
槽
、
濾
過
装
置
、
パ

イ
プ
等
）
の
大
規
模
化
お
よ
び
改
善

が
進
む
と
と
も
に
、
ア
グ
リ
テ
ッ
ク

と
の
対
比
で
ア
ク
ア
テ
ッ
ク
と
も
い

う
べ
き
、
水
中
ド
ロ
ー
ン
や
水
中
用

途
の
Ｉ
Ｔ
機
器
、
Ａ
Ｉ
を
利
用
し
た

飼
育
管
理
や
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
を
利

用
し
た
漁
獲
物
の
流
通
デ
ー
タ
管
理

の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
大

き
な
技
術
革
新
の
時
代
を
迎
え
つ
つ

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
金

融
機
関
が
養
殖
漁
業
界
の
現
状
と
変

革
に
ど
の
よ
う
な
フ
ェ
ー
ズ
ま
た
は

ス
キ
ー
ム
で
関
与
・
貢
献
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
か
は
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
２
回
に

わ
た
り
、
養
殖
漁
業
の
特
殊
性
に
対

応
し
た
金
融
機
関
に
よ
る
投
融
資
の

手
法
お
よ
び
そ
の
法
的
・
実
務
的
留

意
点
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

二�

　
投
融
資
先
と
し
て
の
養

殖
漁
業
の
特
性

１�　
養
殖
漁
業
の
形
態
（
海
面

養
殖
ｖ
ｓ
陸
上
養
殖
）

ま
ず
漁
業
を
行
う
た
め
に
は
魚
類

の
生
息
場
所
で
あ
る
“
水
”
の
存
在

が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
漁
業
法
上
は

大
き
く
分
け
る
と
、
①
海
面
（
海
面

に
準
ず
る
湖
沼
と
し
て
告
示
さ
れ
る

水
面
を
含
む
）、
②
内
水
面
（
海
面

以
外
の
水
面
）
お
よ
び
③
公
共
の
用

に
供
し
な
い
水
面
（
公
共
の
用
に
供

す
る
水
面
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す

も
の
を
除
く
）の
三
種
に
分
類
さ
れ
、

こ
の
分
類
に
応
じ
て
、
養
殖
漁
業
に

つ
い
て
も
、
海
水
・
内
水
面
養
殖
と

今月の解説

アクアビジネス（養殖漁業）に対するアクアビジネス（養殖漁業）に対する

金融機関による投融資に関する
法的考察─その１

西村あさひ法律事務所
弁護士
杉山 泰成

弁護士
松本 直己
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本
連
載
開
始
に
あ
た
っ
て

　

企
業
経
営
に
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
」、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い

う
カ
タ
カ
ナ
語
が
現
れ
て
久
し
い
。

も
と
も
と
「
企
業
統
治
」
な
ど
の
訳

語
が
当
て
ら
れ
て
い
た
が
、
と
り
わ

け
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
」（
以
下
、「
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
」

と
い
う
）
が
登
場
し
た
２
０
１
５
年

以
降
は
専
ら
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
」
で
通
用
し
、
す
っ
か
り
企

業
実
務
に
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
祥
事
は
絶
え
な
い
。
ガ

バ
ナ
ン
ス
強
化
の
歴
史
を
経
て
、
ガ

バ
ナ
ン
ス
も
進
化
・
深
化
し
た
が
、

な
お
不
祥
事
は
起
こ
る
。
ま
る
で
い

た
ち
ご
っ
こ
だ
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
整

備
な
く
し
て
不
祥
事
防
止
は
お
ぼ
つ

か
な
い
。
不
祥
事
を
効
果
的
に
防
止

す
る
た
め
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
。

　

本
連
載
で
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
意

義
、
整
備
方
法
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
組

織
の
あ
り
よ
う
、
不
祥
事
防
止
策
な

ど
、
具
体
的
な
事
例
も
交
え
つ
つ
、

進
化
を
続
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の「
今
」

を
紹
介
す
る
。
本
稿
は
、
導
入
回
と

し
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
意
義
、
歴
史

と
発
展
、そ
の
あ
り
方
を
解
説
す
る
。

一
　
は
じ
め
に

　
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
ま
た
は
「
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
」と
い
う
と
、

一
般
に「
企
業
統
治
」と
訳
さ
れ
、「
企

業
活
動
を
律
す
る
枠
組
み
」（
東
京

証
券
取
引
所
上
場
会
社
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
）、「
ど
の
よ

う
な
形
で
企
業
経
営
を
監
視
す
る
仕

組
み
を
設
け
る
か
と
い
う
問
題
」（
神

田
秀
樹
『
会
社
法
第
23
版
』
１
８
２

頁
）
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
金

融
機
関
向
け
に
は
、
２
０
０
７
（
平

成
19
年
）
以
降
に
金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
で
「
経
営
管
理
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）

態
勢
」
と
の
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
主
要
行
等
向
け
の

総
合
的
な
監
督
指
針
等
も
同
様
）。

し
か
し
、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う

用
語
は
論
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
方
が

ま
ち
ま
ち
で
、
そ
の
内
実
を
把
握
す

る
の
が
意
外
に
難
し
い
。
し
か
も
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題

と
し
て
、
社
外
取
締
役
、
機
関
設
計
、

取
締
役
の
報
酬
、株
主
の
権
利
、情
報

開
示
な
ど
様
々
な
項
目
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。さ
ら
に
、Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
登
場

後
は
、「
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
に

重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

堂島法律事務所 弁護士
大川　 治
田邉　 愛

ガバナンスの整備と不祥事防止ガバナンスの整備と不祥事防止
企業価値向上のための企業価値向上のための

第１回　ガバナンスとは何か




